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＜このような時には？（Ｑ＆Ａ）＞ 

項目 このような時は？ 
マニュアル 

参照頁 
説明 

契
約
手
続 

この度、新たにＮＥＤＯの委託

事業を実施することになりました。

まず必要な事務手続は何です

か？ 

 

Ｐ．２３ 

実施計画書等を作成してください。 

（提出期限は個別にご連絡いたします。） 

実施計画書の作成にあたり、特

に注意すべき点は何ですか？ Ｐ．２３～３５ 

「実施計画内容」「研究体制」及び「積算」につい

て、整合性があるように作成してください。 

 

実施計画書の「積算」の記載例

はありますか？ Ｐ．２９～３５ 

大学等、国立研究開発法人等、企業等、免税事業

者等の場合を掲載しています。 

 

事業開始２年度目以降の継続

事業の場合、契約手続はどのよう

になりますか？ 

 

Ｐ．３７ 

当年度の委託期間中に実施計画変更申請書等を

提出してください。 

 

契
約
変
更 

契約内容に変更が生じた場合

は、どのような手続を行えばよい

ですか？ 

Ｐ．５２ 

変更内容により次の手続が必要です。 

・契約内容の重要な変更の場合 

実施計画変更申請書を提出いただき、変更契約を

締結します。 

・実施計画書の主要な変更の場合 

実施計画変更申請書を提出いただきます。 

・実施計画書の軽微な変更の場合 

実施計画変更届出書を提出いただきます。 

 

発
注 

外注や物品等の調達を行う際

の留意点は何ですか？ 

Ｐ．６６、７３ 

調達（発注～支払）は委託期間内に行うのが原則

です。 

１契約２００万円以上の場合は、２者以上の相見積

を行い、最も安価なものを選定してください。 

相見積ができない場合は、選定理由を明確にして

ください。 

 

端
数
処
理 

経理処理において、一円未満

はどうすればよいのですか？ Ｐ．７１ 

原則、切捨とします。 
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項目 このような時は？ 
マニュアル 

参照頁 
説明 

物
品
費 

ソフトウエアはどの費目に計上

したらよいですか？ 

Ｐ．７８ 

ソフトウエアのうち、「資産計上する機器・設備類

に組み込まれ、又は付属し、一体として機能するも

の」は「物品費（設備備品費）」に計上します。ソフト

ウエアの計上費目分類は(1)④イの表を参照してくだ

さい。 

 

設備備品費に計上できるもの

はどういうものですか？ 

Ｐ．７８ 

取得価額が１０万円以上、かつ使用可能期間が１

年以上のものです。ただし、これはＮＥＤＯの目安で

すので、大学、国立研究開発法人等の基準によるこ

とも可能です。 

 

委託費に計上できない消耗品

はどういうものですか？ 
Ｐ．７８ 

委託業務に直接使用したことが特定できない一

般事務用品等（例：コピー機のトナー、机）は計上で

きません。 

 

費用計上できる図書とは何で

すか？ 
Ｐ．７９ 

委託業務の遂行に直接必要な図書・資料の購入

です。図書購入に係る送料の支払が必須となる  

場合は、送料を計上できます。 

 

人
件
費
・謝
金 

人件費算定表とは何ですか？ 

Ｐ．８８、９９ 

労務費積算書に記載する人件費を算出するため

の資料です。 

 

人件費の管理にあたり、特に留

意すべき点は何ですか？ 

Ｐ．９２ 

従事日誌は登録研究員本人が毎日記載し、業務

管理者は定期的に記載内容を確認してください。 

経理責任者はＮＥＤＯの検査に先立ち、人件費

関連書類の突合、確認を必ず行ってください。  

 

謝金対象となる費用計上の考

え方はどうなりますか？ 

Ｐ．９４ 

謝金は、原則、委託先の規定等により積算した額

とし、規定がない場合は決裁を受けてください。謝金

支払い対象者は、実施計画書に記載された者としま

す。 

実施計画書作成時には想定していなかった者へ

の謝金支払が必要となった場合は、支払前に対象

者の届出（実施計画変更届出書）を行ってください。 

 

謝金対象となる委員の委嘱手

続とは何ですか？ 

Ｐ．９４ 

稟議書等により委員の委嘱手続を必ず実施してく

ださい。 
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項目 このような時は？ 
マニュアル 

参照頁 
説明 

旅
費 

出張の取扱いで注意すべき点

は何ですか？ 

Ｐ．１０２ 

出張報告書又はそれに代わるものを必ず作成し

てください。 

出張報告書と従事日誌、出勤簿の記載が整合し

ていることを確認してください。（従事日誌には、どこ

に行って何をしたかを記入してください。） 

航空運賃は、原則として正規割引運賃またはそ

れより安価なものを利用してください。 

 

旅費計上の考え方はどうです

か？ 

 
Ｐ．１０２ 

研究員等が委託事業に必要な情報収集や調査

を行うための旅費で、原則、委託先の旅費規程等に

より計上できます。 

 

委託業務に係る出張における

移動時間は経費として認められま

すか？ 

 

Ｐ．８２ 

委託先で定めている就業時間の範囲内において

計上できます。 

日当・宿泊費の消費税の取扱

いはどうしたらよいですか？ 

Ｐ．１０４ 

日当・宿泊費は、これを使用する時に消費税がか

かります。内税処理の大学等はそのままの金額を、

外税処理の国立研究開発法人等は消費税を除い

て計上してください。 

 

委員旅費計上の考え方はどう

なりますか？ 

Ｐ．１０２ 

委員旅費は、原則、委託先の規定等により積算し

た額とし、規定がない場合は決裁を受けてください。

旅費の支払い対象となる委員は実施計画書に記載

された者とします。 

 

そ
の
他
経
費 

外注することができる業務とは

何ですか？ 
Ｐ．１０８ 

研究・開発業務そのものを外注することはできま

せん。外注する時は、外注する内容を仕様書にまと

め、研究開発要素のない業務を外注してください。 

 

借料の基本的な考え方はどう

ですか？ 

Ｐ．１１０ 

委託業務に使用した物件で委託業務に使用した

期間のリース・レンタル料です。委託業務に直接使

用しているスペース又はリース・レンタル機器が費用

計上の対象です。 

 

経
費
計
上 

大学等の場合、内税で計上す

ることになるのですか？ 

Ｐ．７１ 

大学の場合は内税での計上となります。従って、

課税取引はそのままの金額を、非課税・不課税取引

は消費税相当額を加算した金額を月別項目別明細

表・労務費積算書に記載することになります。 

 
  

- 7 - 

項目 このような時は？ 
マニュアル 

参照頁 
説明 

間
接
経
費 

間接経費率はどうやって、設定

するのですか？ 

Ｐ．１１６ 

原則として１０％を上限としますが、中小企業、技

術研究組合※は２０％、大学等は１５％を上限としま

す。ＮＥＤＯ委託契約における中小企業者の定義に

該当する場合は、「間接経費率確認書」を実施計画

書と一緒に提出していただきます。 

※当該組合の組合員である会社法に定める会社

のうち、3 分の 2 以上が中小企業基本法第 2 条に該

当する法人で構成されている組合に限る。構成比率

が 3 分の 2 未満の場合の間接経費率は１０％ 

 

大学等の間接経費率はどのよ

うに設定されますか？ 

Ｐ．１１６ 

大学等は原則１５％としています。また、研究員等

に必要な間接経費として配分される場合はさらに 

１５％を加算できます。（ただし、事前に NEDO 担当

部との調整が必要です。） 

 

国立研究開発法人等の間接経

費率はどのように設定されます

か？ 

 

Ｐ．１１６ 

原則１０％としています。また、研究員等に必要な

間接経費として配分される場合は、さらに１０％を加

算できます。（ただし、事前に NEDO 担当部との調

整が必要です。） 

 

再
委
託 

再委託する際の契約書はどの

ようなものを利用すればよいです

か？ 

 

Ｐ．１２２ 

ＮＥＤＯが定める標準契約書に準じた再委託契約

を締結してください。 

検
査 

ＮＥＤＯが委託先に対して行う

検査には、どのようなものがありま

すか？ 

 

Ｐ．１２８ 

（年度末）中間検査、確定検査、その他検査があ

ります。 

検査の際に用意すべき書類は 

何ですか？ 
Ｐ．１３２ 

原則として、原本のご用意をお願いいたします。 

（原本のご用意・ご持参が困難である場合は、コピー

でも可とします。） 

 

検査では、どのような確認が行

われるのですか？ 
Ｐ．１２８ 

委託契約書および契約約款に基づき、適切な経

理処理が行われているか、実施計画書に準拠した

支出であるか、という観点で検査します。 

 

概
算
払 

委託期間の途中で、経費の一

部を受け取りたいのですが、どう

したらよいですか？ 

 

Ｐ．１４９ 

委託期間途中での経費支払（概算払）として、年４

回を実施しています。 
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整が必要です。） 

 

再
委
託 

再委託する際の契約書はどの

ようなものを利用すればよいです

か？ 

 

Ｐ．１２２ 

ＮＥＤＯが定める標準契約書に準じた再委託契約

を締結してください。 

検
査 

ＮＥＤＯが委託先に対して行う

検査には、どのようなものがありま

すか？ 

 

Ｐ．１２８ 

（年度末）中間検査、確定検査、その他検査があ

ります。 

検査の際に用意すべき書類は 

何ですか？ 
Ｐ．１３２ 

原則として、原本のご用意をお願いいたします。 

（原本のご用意・ご持参が困難である場合は、コピー

でも可とします。） 

 

検査では、どのような確認が行

われるのですか？ 
Ｐ．１２８ 

委託契約書および契約約款に基づき、適切な経

理処理が行われているか、実施計画書に準拠した

支出であるか、という観点で検査します。 

 

概
算
払 

委託期間の途中で、経費の一

部を受け取りたいのですが、どう

したらよいですか？ 

 

Ｐ．１４９ 

委託期間途中での経費支払（概算払）として、年４

回を実施しています。 
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